
令和３年４月２７日 

教 育 環 境 課 

 

「世田谷区教育委員会の権限に属する事務の委任等及び補助執行 

に関する規則」第２条の２による教育長の臨時代理について 

（世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事請負契約） 

 

（１） 主旨 

世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事について、令和３年４月２日に一般

競争入札が行われ、工事請負業者が決定した。世田谷区教育委員会の権限に属す

る事務の委任等及び補助執行に関する規則第２条の２に基づく教育長の臨時代理

により、４月２１日に決定したので報告する。 

 

（２） 契約件名   世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事請負契約 

 

（３） 所在地      世田谷区代沢二丁目４２番９号 

 

（４） 工事概要  鉄筋コンクリート造、鉄骨造・地上３階建 

校舎棟、屋内運動場等の解体 

          解体面積：約６，１００㎡ 

 

（５） 契約金額及び契約の相手方 

          契約金額   ２４７，３９３，３００円 

契約の相手方 東京都北区赤羽南一丁目４番１２号 

株式会社滝口興業東京支店 

代表者 瀧 口 樹 美 恵 

 

（６） 工期    契約の日から令和４年５月３１日 

 

（７） 今後のスケジュール 

          令和３年５月第１回区議会臨時会に契約案件として上程し、議決

後契約を締結する。 



３世教環第６８号 

令和３年４月２１日 

 

世田谷区長あて 

世田谷区教育委員会 

教育長 渡部 理枝 

 

 

令和３年第１回区議会臨時会提出予定議案に関する意見聴取について（回答） 

 

令和３年第１回区議会臨時会提出予定議案に関する意見聴取について（令和

３年４月２０日付３世経理第５３号）により意見を求められた議案について、世

田谷区教育委員会の権限に属する事務の委任等及び補助執行に関する規則第２

条の２により、教育長の臨時代理により決定し、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

１ 議案名 

  世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事請負契約 

 

２ 意見 

  異議なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                担当 教育総務部教育環境課教育環境担当 

田中 内線４６６７ 





 －1－ 

議案第  号 

   世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事請負契約 

 上記の議案を提出する。 

    令和３年 月  日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

 第２条の規定に基づき、本案を提出する。 



 －2－ 

   世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事請負契約 

 

 予定価格１８０，０００，０００円以上の工事の請負契約を、下記のとおり締結す

る。 

 

                  記 

 １ 契約の目的 世田谷区立池之上小学校第二校舎解体工事 

 ２ 契約の方法 一般競争入札 

 ３ 契 約 金 額 ２４７，３９３，３００円 

 ４ 契約の相手方 東京都北区赤羽南一丁目４番１２号 

株式会社滝口興業東京支店 

代表者 瀧 口 樹 美 恵  

 ５ 工    期 令和４年５月３１日 



入札経過調書【電子入札】

入 札 日 時 令和 3年 4月 2日 午前09時30分

世田谷区立池之上小学校第２校舎解体工事件 名

契 約 金 額       247,393,300       353,419,000円 予 定 価 格 円

第 １ 回 第 ２ 回 第 ３ 回
業 者 名 決順 順 決 順 決入 札 金 額 入 札 金 額 入 札 金 額

億千百 千 円 億千百 千 円 億千百 千 円位 定位 定 位 定
辞退株式会社エコワス1

無効株式会社海成　東京営業所2

辞退関東建設興業株式会社　東京支店3

不参三貴株式会社　東京支店4

株式会社滝口興業　東京支店 15 落札   224903000
株式会社テクノエコ 56    300000000
東亜道路工業株式会社　東京支店 47    282500000

不参株式会社東輝建設8

不参株式会社フジムラ9

豊栄開発株式会社 710    320909091
株式会社前田産業　東京支店 611    313000000
株式会社丸利根アペックス 312    274100000
株式会社未来　世田谷支店 213    231328000

１　契約金額は、上記落札金額に消費税分及び地方消費税分　％に相当する金額を加算した金額を示す。10
２　予定価格は、消費税分及び地方消費税分　％に相当する金額を含む。10

06550151
フリーテキスト
（参考）






